
 
 

燃費基準達成車ステッカーの貼付について 

 

国土交通省及び経済産業省は、自動車の燃費性能に対する一般消費者の関心と理解を深

め、一般消費者の選択を通じ燃費性能の高い自動車の普及を促進するため、自動車メーカ

ー等の協力を得て、自動車の燃費性能に係る車体表示（ステッカー貼付）を実施しており

ます。 

省エネ法で定める燃費基準値以上の燃費の良い自動車については、以下のステッカーを

自動車の見やすい位置に貼付するものとしています。 

 

 

 

 

平成２７年度燃費基準達成車（重量車） 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度燃費基準達成車         平成１７年度燃費基準達成車 

（ガソリン乗用車等）            （ディーゼル乗用車等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

平成２２年度燃費基準＋５％達成車      平成１７年度燃費基準＋５％達成車 

（ガソリン乗用車等）            （ディーゼル乗用車等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度燃費基準＋１０％達成車     平成１７年度燃費基準＋１０％達成車 

（ガソリン乗用車等）            （ディーゼル乗用車等） 

 

    
 

 

 

 

平成２２年度燃費基準＋２０％達成車     平成１７年度燃費基準＋２０％達成車 

（ガソリン乗用車等）            （ディーゼル乗用車等） 

 

    


